


２０２６事業年度予算総則 

第1条  日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)の 2026 年度収入支出予算を 3,547,707,703 千円

と定め、この収入支出予算には、一般勘定(投票券勘定、業務勘定、新営勘定)及び特別振興資

金勘定を設け、各勘定の収入の性質及び支出の目的別の項、目の区分は、収入支出予定計算書

による。  

第2条  競馬会は、予備費を使用しようとする場合には、農林水産大臣の承認を受けなければならな

い。 

第3条  競馬会は、投票券勘定の各目の経費の金額を各目相互間に流用しようとする場合、業務勘定

の各目の経費の金額を各目相互間に流用しようとする場合又は新営勘定の各目の経費の金額

を各目相互間に流用しようとする場合には、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 

2  競馬会は、前項の規定にかかわらず、業務勘定の(項)競馬事業費(目)参加促進費の経費は、

経営委員会が認める場合に限り、(項)競馬事業費の各目より流用を受け、その金額を変更する

ことができる。 

この場合においては、流用の決定後は、遅滞なく、農林水産大臣に報告しなければならない。 

第4条  競馬会は、新営勘定及び特別振興資金勘定について年度内の支出を終らないときは、同一計

画事項(未契約経費を除く。)の場合に限り、経営委員会の議決を経て、予算の残額を翌年度に

繰越して使用することができる。 

第5条  競馬会は、勝馬投票券の発売金がこの予算において予定した金額に比して増加した場合等

により投票券勘定の(項)勝馬投票券諸支払金(目)払戻返還金及び補填金、(項)国庫納付金

(目)国庫納付金及び(項)他勘定へ繰入(目)業務勘定へ繰入の支出額が増加して予算額に不足

を生じたときは、その不足額を限度としてその収入をこれらの経費に充てることができる。 

2  競馬会は、業務勘定の(項)他勘定へ繰入(目)新営勘定へ繰入が、予備費の使用によりこの予

算において予定した金額に比して増加したときは、その増加した金額を限度として、新営勘定

のうち(項)繰入収入(目)業務勘定より受入の金額と(項)新営費(目)施設費又は(目)システム

費の金額をそれぞれ増加することができる。  

3  競馬会は、競馬法附則第 5 条に定める 1 号給付金及び 2 号給付金の交付に関して、農林水

産大臣の認可を受けた競走に係る勝馬投票券の売得金がその認可時において予定した金額に

比して増加した場合等により、特別振興資金勘定の(項)払戻金上乗せ費(目)払戻金上乗せ費

の予算額に不足を生じたときは、その不足額を限度として特別振興資金をこの経費に充てる

ことができる。  

第6条  競馬会は、業務勘定の(項)第二国庫納付金(目)第二国庫納付金の予算額に不足を生じたと

きは、その不足額を限度としてその収入をこの経費に充てることができる。 
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